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新福井空港ビル建設工事基本設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 趣旨 

  県では、令和７年７月に策定した「福井空港ビル再整備構想」に基づき、現在の空港ビルを

防災の拠点空港、観光・ビジネス利用ニーズに対応できる空港、地域住民に親しまれる空港を

目指した機能強化・再整備を行う。 

  本プロポーザルは、新福井空港ビルの基本設計を実施するにあたり、高度な技術力と知識、

高度で独創的な発想および豊富な経験等を有する最も優れた建築設計者を選定することを目的

とする。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）設計業務名 

   新福井空港ビル建設工事基本設計業務委託 

（２）業務内容 

   新福井空港ビル建設工事基本設計業務委託仕様書（案）のとおり 

（３）履行期間 

   契約締結日の翌日から令和８年８月３１日まで 

（４）基本設計業務に係る委託料上限額 

 ３２，７６０，０００円（消費税および地方消費税を含む） 

 本業務は債務負担行為に係る契約である。年度別支払の限度額は下記のとおりとする。 

なお、提案見積金額が上限額を超える提案は無効とする。 

  令和７年度          ０円 

     令和８年度 ３２，７６０，０００円 

 

３ 技術提案の提出を求める施設の概要 

（１）整備する施設 

施 設 名 称   新福井空港ビル 

施設の内容 

施設用途 構 造 等 延べ面積 

空港ビル棟 
鉄筋コンクリート造または鉄骨造 

３階建て〔想定〕（転移表面内であること） 
   約 1,700㎡ 

消防棟 
鉄骨造 平屋建て 

（空港ビル棟と同一棟とすることも可） 
    約 100㎡ 

・建設費（駐車場整備は除く）は約 18億円（消費税を含む。）を目標とする。 

・外構（新空港ビル棟と消防棟の対象敷地内）、新福井空港ビル諸室機能一覧に記載

の機能を満たすために必要な設備（備品を除く）は、上記建設費に含む。 

・既存施設解体費は、上記建設費に含まない。 

・ZEB Ready を目標とする。 

・福井県産材による木質化や県産品の活用を図る。 

（２）建設予定地 

地名地番   福井県坂井市春江町江留中 50-1-1、49-1-1、49-2-1 外 

敷地面積   270,632.69㎡（対象敷地：28m×64mの 1,792㎡） 

都市計画区域  内（用途地域指定なし） 

防火地域   指定なし 

景観計画   坂井市景観計画区域内 
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垂直積雪量  175cm（積雪単位荷重 30Ｎ／cm・㎡以上） 

公共下水         有 

（３）参考資料 

①福井空港ビル再整備構想（令和７年７月策定） 

②福井空港パンフレット 

③福井空港平面図 

④現況空港平面図 

⑤現況基本施設平面図（エプロン・滑走路・誘導路） 

⑥現況線形平面図（空港座標系） 

⑦ターミナル地区平面図（現況） 

⑧転移表面と新空港ビルとの関係図 

⑨新福井空港ビル 諸室機能一覧 

⑩新空港ビル棟、消防棟敷地設定図 

⑪建設場所周辺ボーリング柱状図 

（４）留意事項 

別添「留意事項」のとおりとする。 

 

４ 技術提案書を提出する者に必要な資格要件 

技術提案書を提出することができる者は、以下の要件を満たす、２者の建築士事務所（建築

士法（昭和２５年法律第２０２号。以下「法」という。）第２３条第１項に規定する建築士事

務所をいう。）の建築設計業者で結成された設計共同体で、新福井空港ビル建設工事基本設計

業務に係る簡易公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）の審査を受け

る資格（以下「受審資格」という。）に関し、次に掲げる事項について知事の確認を受け、か

つ審査委員会により選定された者とする。なお、設計共同体の構成員のうちいずれかは、福井

県内に主たる営業所を有する者とする。 

（１）設計共同体の構成員は、建築士事務所または中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１

８１号）に基づく協同組合（以下「協同組合」という。）とし、次の要件をすべて満たして

いること。（参加表明書の提出期間の末日において、福井県競争入札参加資格について建築

関係コンサルタント業または建設コンサルタント業（港湾及び空港）の資格を有すると決定

されている者（以下「名簿登載者」という。） 

ア 参加表明書の提出期間の末日において、法第２３条第１項の規定による一級建築士事務

所の登録を受けている者であること。 

イ 参加表明書の提出期間の末日において、法第２３条第１項の登録を受けてから３年以上

継続して建築設計業を営んでいること。 

ウ 参加表明書の提出期間の末日において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

エ 設計共同体の構成員は、この建築設計業務に係るプロポーザルに参加しようとする他の

設計共同体の構成員もしくは協同組合（設計共同体の構成員となる場合を含む。）の組合

員でないこと。 

オ 設計共同体の構成員は、この建築設計業務に係るプロポーザルに参加しようとする他の

設計共同体の構成員もしくは協同組合（設計共同体の構成員となる場合を含む。）の組合

員以外の者で、当該業務の一部を行うことを予定する建築設計業者（以下「協力設計業者」

という。）でないこと。 

カ 協同組合（設計共同体の構成員となる場合を含む。）は、その組合員がこの建築設計業

務に係るプロポーザルに参加しようとする他の設計共同体の構成員または協力設計業者で
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ないこと。 

キ 協力設計業者は、この建築設計業務に係るプロポーザルに参加しようとする他の設計共

同体の構成員または協同組合（設計共同体の構成員となる場合を含む。）の組合員でない

こと。 

ク 参加表明書の提出期間の末日において、名簿登載者であること。（会社更生法に基づき

更生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、福井県が

別に定める手続きに基づく競争入札参加資格の再認定を受けていること。） 

ケ 参加表明書の提出期間の末日において、「福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要

領」に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと。 

コ 参加表明書の提出期間の末日において、会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基

づき更生手続き開始の申立てがなされている者または民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。その他、経営不振

に陥ったと明らかに認められる等この建築設計業務に係るプロポーザルに参加するのにふ

さわしくないと認められる者でないこと。 

サ 審査委員会の審査委員でないこと。 

シ 審査委員会の委員が自ら主宰し、役員もしくは顧問として関係し、または所属する法人

その他の組織でないこと。 

ス 設計共同体協定書において、建築設計業務のうち一の構成員の分担業務が明らかで、か

つ一の分担業務を複数の構成員が共同して実施していないことが明らかであること。ただ

し、福井の文化、気候、風土等の地域特性を設計に反映させるために必要な場合、一の分

担業務を共同して実施することができるものとする。 

（２）設計共同体の構成員のうち代表者は、設計共同体への出資比率が構成員中最大で、かつ一

級建築士の資格を取得後３年以上の業務経験を有し、この設計業務全体の技術上の管理を行

う管理技術者を配置できること。 

（３）設計共同体の構成員のうち一方は、次の要件をすべて満たしていること。 

ア 平成１７年４月１日から参加表明書の提出期間の末日までの期間において契約履行の完

了した、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の新築等（新築、増築、

改築をいい、改修を含まない。以下「新築等」という。）で、延べ床面積１，０００㎡以

上の空港施設（ターミナルビルまたは空港事務所で、工事が完成したものまたは設計が完

了し、確認済証が交付されているものに限る。）の基本設計および実施設計を元請け（設

計共同体の場合は、当該設計共同体の代表者に限る。）として受注した実績を有すること。 

イ 所属建築士として一級建築士５人以上を有すること。 

（４）設計共同体の上記（３）以外の構成員は、次の要件をすべて満たしていること。 

ア 平成１７年４月１日から参加表明書の提出期間の末日までの期間において契約履行の完

了した、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の新築等で、延べ床面積

５００㎡以上の建築物（工事が完成したものまたは設計が完了し、確認済証が交付されて

いるものに限る。用途は問わない。）の基本設計および実施設計を元請け（設計共同体の

構成員としての実績を含む。）として受注した実績を有すること。なお、設計共同体とし

ての実績は、出資比率２０％以上の構成員としてのものに限る。 

イ 所属建築士として一級建築士３人以上を有すること。 

（５）設計共同体は、参加表明書の提出期間の末日において、各分担業務に技術上の管理を行う

主任担当技術者を配置できること。なお、主任担当技術者は管理技術者および複数の分担業

務を兼任するものでないこと。 

（６）構造を担当する設計共同体は、構造設計一級建築士を配置できること。 
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５ 技術提案書の提出を求める内容等 

 この建築設計業務において提案を求める内容は、次のとおりとする。なお、本プロポーザル

は「設計案」ではなく、設計対象に対する発想・解決方法等の技術提案を評価し、「ひと(設計

者)」を選ぶことを目的としており、評価テーマに対する考え方を文章にて明確に表現すること。

イメージ図等を用いる場合は、視覚的表現の減点は行わないが、プロポーザルの主旨に沿って、

文章と整合が取れる表現とすること。 

テーマ① 県民の安全・安心を守る防災の拠点空港としての提案 

   ・大規模災害時における航空医療搬送や災害対応参集者・物資の受入れに対応できる機能

（フレキシビリティ等）、耐震性に配慮した計画 

テーマ② 観光・ビジネス利用ニーズにきめ細かな対応ができる空港としての提案 

・プライベートジェット機による観光利用促進や新たな取組みにもチャレンジできる施設

整備に配慮した計画 

テーマ③ 次世代を育み、地域住民に親しまれる空港としての提案 

・次世代航空人材育成、地域住民や子どもたちが先端技術や空港に親しむことができる場

づくりに配慮した計画 

・対象敷地の新空港ビルの建設を踏まえ、周辺環境への配慮なども含めた空港に立ち寄り

たくなる独自の提案 

テーマ④ 工法やコスト等に関する提案 

・転移表面による高さ制限や工事中の既存空港ビルの運用等に支障がないように、施工手

順や工程等に配慮した計画 

・省エネルギー対策、イニシャルコストやライフサイクルコストの低減、県産材・県産品

の活用などに配慮した計画 

 

６ 技術提案書の提出を求める者の選定 

（１）参加表明書の受理 

参加表明書の提出があった場合、福井県は４に掲げる受審資格について確認を行い、その

結果を通知する。 

確認を受けられなかった者は、確認を受けられなかった理由について、福井県に説明を求

めることができる。その方法は書面によるものとし、通知をした日の翌日から起算して５日

（福井県の休日を定める条例（平成元年条例第２号）第１条に規定する県の休日（以下「休

日」という。）を除く。）以内に１０（１）に持参するものとする。 

福井県は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内に、説明を求め

た者に対し書面により回答する。 

（２）選定 

参加表明書を受理した者の中から、審査委員会において４に掲げる事項、業務遂行能力を

審査し、技術提案書の提出を求める者（以下「技術提案者」という。）として上位５者程度

を選定する。 

（３）選定結果の通知 

選定結果は、書面により通知する。選定されなかった者は、選定されなかった理由につい

て、福井県に説明を求めることができる。その方法は書面によるものとし、通知をした日の

翌日から起算して７日（休日を除く。）以内に１０（１）に持参するものとする。 

福井県は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内に、説明を求め

た者に対し書面により回答する。 
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７ 技術提案書の特定 

（１）技術提案書の提出 

技術提案者に限り、技術提案書を提出することができる。 

（２）特定 

技術提案書の中から、審査委員会において６（２）の審査内容、この建築設計業務の理解

度および取組意欲、実施方針、技術提案の内容の的確性、独創性、実現性等を総合的に評価

し、最も優れた技術提案者を特定する。あわせて次に優れた技術提案者を決定する。 

特定にあたってはヒアリングを実施するものとし、詳細は技術提案者に通知する。ヒアリ

ングに参加しなかった場合の技術提案書は無効とする。 

（３）特定結果の通知 

特定結果は、書面により通知する。特定されなかった者は、選定されなかった理由につい

て、福井県に説明を求めることができる。その方法は書面によるものとし、通知をした日の

翌日から起算して７日（休日を除く。）以内に１０（１）に持参するものとする。 

福井県は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内に、説明を求め

た者に対し書面により回答する。 

 

８ 本プロポーザルに関する質疑事項 

この建築設計業務に係るプロポーザルに関する質問がある場合は、次のとおり質問書を提 

出すること。ただし、評価および審査に関する質問は受け付けない。 

（１）提出方法 

 質問書（様式任意）により電子メールにて提出すること。（必ず電話で着信を確認する

こと。） 

（２）提出期限 

    ①参加表明書等に関する質問 

  令和７年１１月１８日（火）午前９時から令和７年１２月４日（木）１２時まで 

    ②技術提案書等に関する質問 

  令和７年１２月２６日（金）午前９時から令和８年１月２３日（金）１２時まで 

（３）質問に関する回答 

 ①参加表明書等に対する回答期日 

  令和７年１２月８日（月）までに県ホームページで掲載 

 ②技術提案書等に対する回答期日 

  令和８年１月２７日（火）までに県ホームページで掲載 

 

９ 提出書類 

（１）参加表明時に提出するもの 

技術提案受審資格確認申請書（様式－１）  １部 

参加表明書（様式－２）    ８部（正１部、写し７部） 

設計共同体協定書              １部 

（２）技術提案者として選定された場合に提出するもの 

技術提案書（様式－３）            １部 

業務の実施方針および手法（様式－４）Ａ４判 １枚以内 

８部（正１部、写し７部） 

評価テーマに対する技術提案書（様式－５）Ａ３判（片面）３枚以内   

８部（正１部、写し７部） 

   見積書（様式－６）                １部 
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10 提出方法等 

（１）提出先 

福井県土木部公共建築課 

〒９１０－８５８０ 

福井県福井市大手３丁目１７－１ 

電話 ０７７６－２０－０５１１ 

ＦＡＸ０７７６－２０－０６９１ 

メール koukyoukentiku@pref.fukui.lg.jp 

（２）提出方法 

持参または郵送により提出するものとし、郵送の場合は簡易書留郵便とする。（電子デー

タも併せて提出） 

（３）技術提案意思の確認 

参加表明書の提出をもって、本件の技術提案の意思があるものとみなす。 

 

11 提出期限等 

（１）技術提案受審資格確認申請書（様式―１）、参加表明書（様式―２）および設計共同体協

定書の提出期間 

令和７年１１月１８日（火）から令和７年１２月９日（火）まで（休日を除く。）の午前

８時３０分から午後４時までとする。郵送による場合は令和７年１２月９日（火）午後４時

までに必ず到着させること。なお、提出後の追加および変更は認めない。 

（２）技術提案書（様式―３）、業務の実施方針および手法（様式－４）、評価テーマに対する

技術提案書（様式－５）および見積書（様式―６）の提出期限 

令和８年１月２８日（水）の午後４時までとする。郵送による場合は、この期限までに必

ず到着させること。なお、提出後の追加および変更は認めない。 

 

12 日程 

内 容 日 時 

公告日 令和 7年 11月 17日(月) 

参加表明書等に関する質問の受付期間 令和 7年 12月 4日(木) 12時まで 

参加表明書等に関する質問の回答期日 令和 7年 12月 8日(月) 

参加表明書等の受付期間 令和 7年 11月 18日(火) 

～令和 7年 12月 9日(火) 16時まで 

参加資格確認結果の通知 令和 7年 12月 12日(金) 

技術提案書の提出を求める者の選定結果の通知 令和 7年 12月 25日(木) 

技術提案書等に関する質問の受付期間 令和 7年 12月 26日(金) 

～令和 8年 1月 23日(金) 12時まで 

技術提案書等に関する質問の回答期日 令和 8年 1月 27日(火) 

技術提案書等の受付期間 令和 7年 12月 26日(金) 

～令和 8年 1月 28日(水) 16時まで 

技術提案書の審査（ヒアリング） 令和 8年 2月 9日(月)〔予定〕 

特定結果通知書の送付 令和 8年 2月下旬 

契約締結 令和 8年 3月中旬 
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13 審査委員会 

審査委員会は下記の委員をもって組織する。（５０音順） 

福井工業大学 教授 五十嵐 啓 

福井大学   教授 川本 義海 

福井県土木部公共建築課 課長 白崎 成人 

福井県交流文化部 副部長 三武 紀子 

福井県土木部 副部長 三田村 佳紀 

福井工業大学 教授 三寺 潤 

一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 事務局長 八杉 茂樹 

 

14 失格 

令和７年１１月１７日（月）から７（３）の技術提案書の特定結果の通知日までの期間にお

いて、参加表明書を提出した者が次に掲げる事項の一つに該当した場合には、その参加表明書

を提出した者は失格となることがある。 

（１）この建築設計業務に係るプロポーザルに関し、審査委員会委員に直接、間接を問わず連絡

を求めた場合。 

（２）審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合。 

 

15 設計業務の委託 

（１）委託 

福井県は、特定された技術提案書の提出者に予算の範囲で基本設計業務を委託する。ただ

し、１６による特定結果の無効または契約の辞退があった場合は、審査委員会が決定した優

秀順位の高い技術提案書の提出者に予算の範囲で基本設計業務を委託する。 

（２）契約書作成の要否 

要 

 

16 特定結果の無効 

特定された技術提案書の提出者が、特定された後契約締結までの間に４の各号の一に該当し

ないこととなった場合には、福井県は、設計業務の委託契約を締結しないことができる。その

場合において、福井県は、一切の損害賠償の責めを負わない。 

 

17 受審資格の喪失 

本件業務を受託した者（これに協力する他の者を含む。）の営む事業が製造業または建設業

と関連を有する場合には、関連を有する製造業または建設業を営む者は、本件業務に基づく建

設工事に係るすべての業務の受注資格を失う。 

 

18 配布資料 

（１）技術提案受審資格確認申請書（様式－１） 

（２）参加表明書（様式－２） 

（３）技術提案書（様式－３） 

（４）業務の実施方針および手法（様式－４） 

（５）評価テーマに対する技術提案書（様式－５） 

（６）見積書（様式－６） 

（７）設計共同体協定書（例示） 

（８）新福井空港ビル建設工事基本設計業務委託仕様書（案） 
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19 その他 

（１）この技術提案に係る参加報酬は支払わない。 

（２）提出された技術提案書は返却しない。ただし、福井県は技術提案書の特定以外に技術提案

者に無断で他の目的に使用しない。 

（３）提出された技術提案書について、福井県情報公開条例に基づき公開を求められたときは公

開することとなるので、公開できない部分がある場合は、その部分と公開できない理由を申

し出ること。ただし、全面非公開とすることはできないので留意されたい。 

（４）その他不明な点については、１０（１）に照会すること。 
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留意事項 

１ 基本事項 

○本施設は、激甚化・頻発化する災害に対応するため、福井空港の防災機能を強化し、県民の

安全・安心を守る防災の拠点空港を目指している。併せて、観光資源に近い立地を活かし航

空機を使った稼ぐ観光を促進する空港、不足する航空人材の育成や地域住民が集う空港を目

指している。 

〇エプロン面積を１．５倍に拡張（現状１１スポットから１５スポットに拡張）する計画があ

る。 

 〇現在、定期便は就航していないが、プライベートジェット機の利用は増加している。 

○今後、商業旅客チャーター便の受入れを行う計画がある。チャーター便として想定される機

種は、現状の滑走路長などから ATR42-600（運航乗務員 2人、座席数 46席）を想定している。 

〇「地域の賑わいを創出する場」、「県民に開かれた親しまれる空港」として地域住民が空港

に足を運ぶ機会の増加を目指している。例年、9月下旬の「空の日」に合わせて開催される 

スカイフェスなどの特別な時には、大規模なイベントスペースとしての活用が考えられる。 

他にも、空港・航空機に関する展示や子ども向けの体験学習などが想定される。 

 ○県道福井金津線（通称：嶺北縦貫線）から空港施設への視認性の向上が課題となっている。 

○福井空港ビル再整備構想検討委員会を通じた議論や地元住民とのワークショップの内容は、

県のホームページにて公開しており、提案を行う際の参考情報として活用すること。 

県ホームページ（福井空港ビル再整備構想） 

URL：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kouwan/kuukoukouenkai.html 

 

２ 構造計画 

○新空港ビルは鉄筋コンクリート造または鉄骨造で計画すること。 

○地質調査は、基本設計と並行して県が委託する予定であり、実施箇所等については、基本設

計の契約締結後、協議の上決定する。なお、提案にあたっては、県が令和元年度に実施した

「ドクターヘリ格納庫建設地 地質調査委託」の調査結果を参考とすること。 

○構造安全性の分類は、以下の水準とする。 

・構造体        Ⅰ類 

・建築非構造部材    Ａ類 

・建築設備       甲類 

 

３ 配置・平面計画等 

 〇航空搬送された患者への医療対応や、災害対応参集者の活動、空輸支援物資の中継・集約に

必要な機能・スペースを確保すること。 

 〇エプロン内でのハイヤー横づけによる快適な乗り継ぎや、プライバシーが確保できる待合室 

の提供など、利用者の多様なニーズに対応できるようにすること。 

〇プライベートジェット利用者の待合室は専用の入口を設け、送迎車が専用入口に乗りつけが

可能とすること。 

 〇空港ビルの周辺にエプロンへのハイヤー動線を確保すること。 

 ○別途発注予定の駐車場計画を見通して、アクセスや周辺施設との利便性等を考慮した計画と 

すること。 

〇航空機のチャーターや多数の小型機が集うイベント実施など新たな利用に対応できるロビー

とすること。（到着・出発、保安検査等にも対応） 

 〇ロビーや大会議室等を地域住民や子どもたちが先端技術や空港に親しむことができる場とし

別 添 
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て活用することを想定している。 

 〇一般利用者利用エリア（ロビーや会議室等）と管理エリア（管理事務所、防災航空隊事務所、 

事業者貸部屋、消防関係諸室）は明確に分け、一般利用者が管理エリアに立ち入ることがな

いように計画すること。また、管理エリア専用の出入口を設けること。 

 ○管理エリアの各諸室からエプロンへアクセス出来る計画とすること。 

〇一般利用者に開放された展望デッキ等を設けること。 

〇航空機の騒音の影響を軽減するための、遮音対策を行うこと。 

 


